
「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等支給要件案」に関するパブコメに対する

「職業性呼吸器疾患研究会有志医師の会」事務局医師案  2021 年 12 月 29 日  

 
1）給付の迅速化と給付金制度の周知徹底 

今回の給付⾦制度は最⾼裁において、国の責任が認められたことによるものであり、さら
にアスベスト疾患の重篤性に鑑み、請求者の負担を軽減しかつ給付⾦の迅速な⽀給を⾏う
ために、「中⽪腫」「肺がん」「⽯綿肺（合併症を含む）」「びまん性胸膜肥厚」の疾病で労働
者災害補償保険若しくは⽯綿健康被害救済法の認定を受けたもの、及び良性⽯綿胸⽔で労
働者災害補償保険認定を受けたものに関しては、「特定⽯綿ばく露建設業務」従事歴の確認
のみ（肺がんに関しては喫煙歴の確認を含む）で直ちに給付を⾏うこと。また労災認定者、
救済法認定者に対して給付⾦制度の周知徹底を図ること。 
 
2）肺がんの労災認定基準とのリンク 

肺がんの給付要件として、現⾏の労災認定基準を準⽤したことは評価できる。今後労災認定
基準が改訂された時には適時適切に給付要件の変更を⾏うことを明記すべきである。 
 
3）肺がんの認定基準の 2 法案の相違の周知徹底 —「石綿健康被害者救済法」と「特定

石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の認定要件が異なるこ

との周知徹底— 

 ⽯綿健康被害救済法においては、「胸膜プラーク及び⽯綿肺所⾒」が認定要件とされてお
り、胸膜プラークのみ、または⽯綿肺所⾒のみを有するものは救済の対象となっていない。
「特定⽯綿ばく露建設業務」に従事した⾃営業者や労災特別加⼊をしていない⼀⼈親⽅等
で肺がんに罹患者に対して、「⽯綿健康被害者救済法」と「特定⽯綿被害建設業務労働者等
に対する給付⾦等の⽀給に関する法律」は認定要件が異なることの周知徹底を図ること。 
 
４）石綿健康被害救済法の不支給決定を行う際の給付金制度の周知徹底 

環境省において「胸膜プラーク所⾒」または「⽯綿肺所⾒」のみが存在する肺がんの⽯綿
健康被害救済法の不⽀給決定を⾏う際には、従事歴から「特定⽯綿ばく露建設業務」に従事
していたことが疑われるものに対しては、給付⾦制度を周知徹底すること。また過去の事例
の検証を⾏うこと。 
 
5）イ 肺がんの支給要件の（ｂ）に、労働者であった期間及び自営業者・一人親方等によ

り、これらの事業に従事した期間を含めることを明記すること 

  「（ｂ） 胸部エックス線検査、胸部ＣＴ検査等により、胸膜プラークが認められ、かつ、
⽯綿ばく露作業への従事期間が 10 年以上あること」の⽯綿ばく露作業への従事期間には、
労働者であった期間及び⾃営業者・⼀⼈親⽅等により、これらの事業に従事した期間を含め



ることを明記すべきである。 
 
６）都県労働局から「管理 2 相当、管理 3-イ相当」との通知を受けたものは該当することを明記す

ること 

 ⽯綿肺に関して、労災認定である管理 4 及び合併症（これに相当するものを含む）の他、
合併症がない管理 2，3（これに相当するもの）を含む）も給付対象としたことは評価でき
る。「⼀⼈親⽅、中⼩事業主」で、現在まで都県労働局から「管理 2 相当、管理 3-イ相当」
との通知を受けたものは相当数に上り、この基準に該当することを明記すべきである。 

ただし、じん肺法上の合併症である肺がんは「エ ⽯綿肺」の合併症として取り扱うので
はなく「イ 肺がん」として取り扱うことを明確にする必要がある。 
さらに「特定⽯綿ばく露建設業務」に従事した⾃営業者や労災特別加⼊未加⼊の⼀⼈親⽅等
の労災保険対象外のものが、じん肺法に定める法定合併症に罹患か否かは「認定審査会」が
⾏うか明⽰されたい。 
 
７）「特定石綿ばく露建設業務」に従事した者、じん肺健康管理区分申請等の促進政策の実施 

 「特定⽯綿ばく露建設業務」に従事したものに対する、じん肺健康管理区分申請等を積極
的に⾏う必要がある。「特定⽯綿ばく露建設業務」に従事者に対する周知徹底を図るととも
に、医療機関や健診機関にも周知徹底を図るとともに、⽇本産業衛⽣学会や⽇本医師会等と
協⼒してじん肺診断の講習会等を計画的に⾏う必要がある。また各労働局におけるじん肺
審査会の充実が必要である。 

また、⼀⼈親⽅等に対するじん肺管理区分決定は、「サービス的事業」として⾏われてお
り「管理区分相当」が定められるが、不服審査が認められていない。不服審査が⾏えるよう
に改訂すべきである。 

さらに⼀⼈親⽅や中⼩⾃営業者のうち、労働者の期間と労災特別加⼊期間の合計が 10 年
間を超える者に対しては、じん肺健康管理区分決定を正式に⾏うこと。その結果、管理 2、
3 に該当する特定⽯綿作業従事者に対し「⽯綿健康管理⼿帳」を交付し、健康管理を充実さ
せ肺がんや中⽪腫の早期発⾒・早期治療に結びつけること。  

以上 
【付記】 
今回の意⾒公募は年末の 2021 年 12⽉ 27 ⽇に公⽰され正⽉明けの 2022 年 1⽉ 5⽇が締
め切りとなっている。官庁の年末年始の休業⽇ 6⽇を含んでおり、実質的に担当部局への
問い合わせが出来るのは 4⽇間と極めて短い。緊急性があることは⼗分理解しているが、
今回の募集⽅法は「事前に命令等の案を⽰し、その案について広く国⺠から意⾒や情報を
募集するもの」（総務省ＨＰより）との趣旨からは⼤きく外れたものと考える。 


